
第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画 

１ 機能の内容 

中継交換機、加入者交換機、番号案内装置及び

番号案内データベースを用いて、番号案内サー

ビスの提供及び当該サービスと他事業者との相

互接続を実現する機能について、当社が設置す

る番号案内データベースを自ら利用するととも

に特定端末系事業者が設置する番号案内データ

ベースを相互接続で利用する方式から、当社が

設置する番号案内データベースのみを自ら利用

する方式に変更するもの。 

２ 提供条件 

⑴ 提供交換等設備等の機種 

⑵ 提供交換等設備等の設置

地域又は設置予定地域 

⑶ 提供回線種別 

⑷ カバーエリア 

⑸ 接続箇所 

⑹ その他の提供条件 

⑴ 番号案内データベース、中継交換機、加入者

交換機及び番号案内装置 

⑵ 当社営業区域内 

⑶ 固定電話・IP 電話・携帯電話 

⑷ 当社営業区域内 

⑸ 中継交換機及び加入者交換機 

⑹ 当社接続約款技術的条件集別表 21.2 

３ 使用する番号 104 

４ 課金 なし 

５ インタフェース 

⑴ ユーザ・網インタフェース 

⑵ 網間インタフェース 

⑶ 保守運用インタフェース 

⑴ なし 

⑵ STM-0、STM-1 

⑶ なし 

６ 端末の認証等に関する方

式及び情報 

（対象外） 

７ 第一種指定電気通信設備

の網から他の電気通信事業者

の網へ転送されるデータの実

効速度に関する情報 

（対象外） 

８ 通信プロトコルに関する

情報 
（対象外） 

９ 利用条件の設定 当社接続約款技術的条件集別表 21.2 

10 機能の変更又は追加の別 機能の変更 

11 関連する機能及び設備並

びに計画との関係 
なし 



12 自己利用、共同利用又は他

事業者利用の別 
共同利用 

13 費用の負担の有無及びそ

の概算 

費用負担：無 

※機能の変更後は、特定端末系事業者が設置す

る番号案内データベースを相互接続で利用する

ための費用は不要となる 

14 13 の算定根拠となる算定

方式並びに費用項目及び各費

用項目ごとの額 

接続約款の認可申請等の所要の対応を実施 

15 工事開始予定年月日 2021 年 11 月４日以降工事開始予定 

16 工事開始前期間を短縮す

る場合の工事開始予定年月日 
2021 年９月 15 日以降工事開始予定 

17 提供予定時期 2021 年 11 月４日以降提供開始予定 

18 工事開始前期間を短縮す

る場合の提供予定時期 
2021 年９月 15 日以降提供開始予定 

19 計画の設定又は変更年月

日 
2021 年８月６日 

20 計画の設定又は変更理由 業務効率化及び費用低減のため 

21 電気通信事業法施行規則

第 24 条の３の規定による公

表を行うウェブサイト（これ

に類するものを含む。）のアド

レス 

https://www.ntt-east.co.jp/info-

st/netplan/netoffer/202102_index.html 

22 電気通信事業法施行規則

第 24 条の４第１項の規定に

よる意見の受付を行う方法 

メール周知、説明会並びに上記ウェブサイトに

意見受付概要（連絡先含む）及び様式を掲載 

23 電気通信事業法施行規則

第 24 条の３ただし書の規定

により 1 から 20 までの事項

の一部を公表しない場合にあ

つては、その旨及びその理由 
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